
１０／３０（月）の行事 【道庁プレスリリース】

報道発表資料の配付日時 １０月２５日（水）１０時

発 表 項 目 生成ＡＩの試行利用開始について

（ 行 事 名 ）

記者レクチャー (実施日時) 発 表 者

の お 知 ら せ 発表場所

チャットＧＰＴを初めとする生成ＡＩは、有効に活用することにより、職

概 要 員の業務負担軽減や住民サービスの向上などにつながることが期待されてい

ます。

このため、職員が実際に利用しながら、道庁業務における利活用の可能性

を検討するため、次により生成ＡＩの試行利用を開始します。

【開始月日】

令和５年１０月３０日（月）～ （年度内を予定）

【試行対象範囲】

３００名（庁内各部局からの利用希望者を対象）

【利用する生成ＡＩ】

(1) チャットＧＰＴ

「Microsoft Azure OpenAI Service」と道が現在使用しているチャッ

トツール「DoCHAT」との連携を図り、「DoCHAT」経由で利用

(2) Microsoft BingAIチャット

インネットブラウザー｢Microsoft Edge｣から利用

【その他】

試行は、利用職員に対し、別添ガイドラインの遵守を徹底して行います。

参 考 次のとおり生成ＡＩ利用の様子を公開いたします。

【日 時】令和５年１０月３０日（月） １４：００～

【場 所】デジタルトランスフォーメーション推進課内（本庁舎５Ｆ）

報 道 ( 取 材 ) 取材を希望する場合は、別添の「取材連絡票」に必要事項を記入の上、

に 当 た っ て １０月２７日（金）１６時までにご提出ください。

の お 願 い

他 の ク ラ ブ 同 時 配 付 (場所)

と の 関 係 同 時 レ ク

担 当 総合政策部情報政策課（担当者：課長補佐 鈴木）

（ 連 絡 先 ） ＴＥＬ ダイヤルイン ０１１－２０４－５２８５ 内線２３－２７１

公用スマホ ０１１－２０６－６７５８ 内線１２６８３
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北海道 生成AIの試行に係るガイドライン（第１版）

令和５年１０月１３日
総合政策部次世代社会戦略局情報政策課

１ 目的
道庁業務における利活用の可能性を検討するため、職員が実際に利用しながら、

有効性や課題の把握などを行うため、試行的に生成 AIを利用することとしました。
ChatGPTなどの対話型の生成AIについては、職員の業務負担軽減や生産性の向上

などが期待されるため、他自治体などの行政分野での利活用の検討が進んでいる一
方、回答の正確性や情報の漏えいのリスクが指摘されるなど、課題もあるところで
す。
このため、対象職員が生成AIを利用するにあたって、注意すべき事項や有効な活

用方法等についてガイドラインを定めましたので、内容を十分理解した上で適正に
利用してください。

２ 対象生成 AI
生成AIとは、機械的に学習した大量のデータを元に、利用者の指示で文章や画像、

音声などを自動的に作り出す人工知能のことです。
このうち、本ガイドラインでは、文章の作成や要約、翻訳などで業務の効率化が

期待される文章生成 AIのうち、次のものを対象とします。

（１）ChatGPT（DoCHAT経由、テキスト、プログラムコード）

Microsoft Azure OpenAI Service※と道が現在使用してるチャットツール「DoCHAT」
との連携を図り、「DoCHAT」を通じ、職員がChatGPTを利用できる環境を整備します。
※ChatGPTをMicrosoft Azureの環境で使用できるサービス
（入力データは学習データとして保存されません。）

（２）BingAI（アカウントなし）

インターネットブラウザー「Microsoft Edge」に搭載されている検索サービス
「Microsoft Bing」に附属しているAIチャットをアカウント登録なしでの利用す

ることを認めます。
※本試行に参加しない職員については、業務に利用することは差し控えてください。

３ 本ガイドラインの適用範囲
生成AIの試行に参加する職員が業務に利用する場合に適用する。

４ データ入力に際して注意すべき事項
（１）個人情報、機密情報、法令や契約等により非公開とされている情報を入力し

ないこと。
生成AIの利用にあたっては、入力データを学習データとして保存されない設定とな

っていますが、万が一の場合、情報漏えいにつながるリスクがあるため、生成AIに入
力するデータには、個人情報、機密情報、法令や契約等により非公開とされている情
報や、直ちに一般公開することを前提としていない情報を入力することは禁止します。
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（２）道の業務だとわかるような聞き方をしないこと。

生成AIの利用にあたっては、（１）のとおり、入力データを学習データとして保存さ
れない設定となっていますが、生成AIに入力するデータには、明らかに道の業務だと
わかるような聞き方をせず、可能な限り抽象化した聞き方にするようにしてください。

５ 回答を利用するに際して注意すべき事項
（１）得られた回答を鵜呑みにせず、根拠等を確認すること。

大規模言語モデル（LLM）の原理は、「ある単語の次に用いられる可能性が確率的に
最も高い単語」を出力することで、もっともらしい文章を作成していくものです。
書かれている内容には虚偽が含まれている可能性があります。
このため、回答を利用するにあたっては、必ず根拠や裏付けを自ら確認するように

してください。
※BingAIでは、チャットでの回答時に根拠が表示されます。

（２）得られた回答をそのまま使用せず、権利侵害等がないかを確認すること。

回答が既存の著作物と同一・類似している場合は、当該回答を利用（複製や配信等）
する行為が著作権侵害に該当する可能性があります。
このため、著作権侵害に繋がる可能性のある行為（「生成AIの指示に既存著作物、作

家名、作品の名称を入力する行為」）を禁止し、回答を配信・公開等する場合には、回
答が既存著作物に類似しないかの調査を行ってください。

（３）得られた回答に差別用語や倫理に反する表現が含まれていないか確認するこ
と。

回答には不適切や偏った内容が含まれている場合があります。
そのため、回答を利用する場合には、複数の職員で問題がないかどうかを厳重に確

認するようにしてください。

６ 有効な活用方法
同じ目的でも生成AIに入力する内容（プロンプト）によって、回答結果が異なる

ことがあり、生成AIから良い回答を引き出すために、入力内容を具体的にするなど
工夫すること。
生成AIから良い回答を引き出す方法として、良い指示を入力する必要があります。
その例として、①質問の条件（目的、背景、役割）を明確にする。②さらに条件を

追加する。③回答の形式を指定するなどがあります。
また、ChatGPT、BingAIそれぞれの特徴もあり、具体的には別紙を参照してください。

７ その他
（１）利用状況によっては、利用の停止等を行う場合があります。
（２）情報セキュリティ管理者（所属長等）は適正な利用となるよう指導・監督に

努めてください。
（３）問題が発生した場合は、直ちに情報セキュリティ管理者（所属長等）及び運

用責任者（総合政策部次世代社会戦略局情報政策課情報基盤担当課長）に報
告してください。
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別紙

１ ChatGPT・BingAIの特徴
（１）ChatGPT

話し言葉での受け答えが得意で、まるで人と会話しているような感覚で雑談
や質問ができる。
文章の作成・要約、翻訳、アイデアの提案など、さまざまな使い方があり、

想像力に富んだ回答を生成することができる。
ChatGPTは 2021年 9月までのデータまでしか学習していないため、最新情報

の検索的な使い方は馴染まない。

＜ChatGPTに向いているもの＞
○文章作成の補助
○あいさつ文、メール文などの作成
○文章の校正、要約
○翻訳
○アイデア出し
○エクセルマクロなどのプログラムの作成、修正

（２）BingAI
検索エンジンAIであり、Web検索と連携して、質問に対してWeb上の最新の

情報を検索し、参照元を示しながら、最新の情報を反映した回答を生成するこ
とができる。
BingAIは、チャットでの回答時に詳細情報として参照Webページが表示され

るので、根拠などを確認しやすい。（参照情報が正しいとは限らないため、確認
が必要）

２ 生成 AIから良い回答を引き出す方法
① 質問の条件（目的、背景、役割）を明確にする。
（例：私は都道府県の防災担当者として、市の消防出初め式に来賓として出
席します。来賓挨拶の挨拶文を作成してください。）

② さらに条件を追加する。
（例：近年の災害の激しさにも触れて作成してください。）

③ 回答の形式（文字数、言語、簡潔さ、対象者の属性など）を指定する。
（例：来賓の挨拶文を２００文字以内で、小学校３年生でも理解できるよう
に作成してください。）
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